
今後のスケジュールについて

・５月３０日の第４回運用推進委員会で答申素案提示し、ご意見を

いただいた後に修正し、最終的に答申書とする。

・７月上旬 市長に答申

・９月議会 自治基本条例運用推進委員会条例 改正案の提出

・１０月～ 改正条例施行 

  現行の場合  

■例年      10月から公募委員の募集を開始
 11月  公募委員選考

 ↓

・平成 26年 11月末（第５期２年目委員の任期満了）
↓

12月 新規委員の委嘱（任期 2年のため平成 28年 11月末まで）
↓

・平成 26年 12月～ 第 6期 開始
 ↓

※現在の１年目委員の任期が平成 27年 11月末であり満了年が揃わない

 ★10月に条例改正され、新体制に備える場合 
・平成２７年１１月末までの 1年間は、現在の 1年目委員で審議を続ける。
（例えば任期４年間の使い方について等）

・平成２７年１０月 公募委員募集、学識者、関係団体から推薦

         （ただし、規定により公募委員以外は再任を妨げない。）

※平成２７年１２月から、新たな委員の委嘱と諮問により、新体制の任期○年として

の委員会をスタートする。（全委員の任期満了が平成○年 11月末まで）
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